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１
）
国
の
ま
ち
づ
く
り
関
係
施
策

1

①
災
害
危
険
区
域
で
の
開
発

②
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
開
発
許
可
の
厳
格
化

③
立
地
適
正
化
計
画
に
お
け
る
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
の
取
扱

④
防
災
ま
ち
づ
く
り
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定



①
災
害
危
険
区
域
で
の
開
発

2

浸
水
警
戒
区
域

「
「
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」
・
「
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
」
の
推
進
の
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
改
正
に
つ
い
て
」

【
国
土
交
通
省
都
市
局
都
市
計
画
課
】（
一
部
加
筆
（
青
線
、
赤
太
線
、
白
字
））

令
和

4年
4月
か
ら



都
市
計
画
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る

安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
開
発
許
可
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

（
技
術
的
助
言
）
の
抜
粋

R3
.4

.1
付
け
【
国
土
交
通
省
都
市
局
】

浸
水
警
戒
区
域
（
災
害
危
険
区

域
）
の
建
築
制
限
で
は
、
住
居
や

社
会
福
祉
施
設
等
の
用
に
供
す
る

建
築
物
等
の
建
築
に
お
い
て
、
想

定
水
位
上
に
避
難
空
間
を
確
保
す

る
こ
と
等
を
求
め
て
い
る
。

3

①
災
害
危
険
区
域
で
の
開
発

具
体
的
な
運
用
に
つ
い
て
は

県
庁
開
発
部
局
と
調
整
中
。

そ
の
後
、
市
町
と
調
整
予
定



水
防
法
に
基
づ
き
作
成
し
て
い
る
想
定
最
大
規
模
降
雨
の

洪
水
浸
水
想
定
区
域
に
お
い
て
想
定
浸
水
深
が

3.
0m
を

目
安
と
す
る
（

R.
3.

4.
1【
国
土
交
通
省
都
市
局
】
技
術
的
助
言
）

浸
水
警
戒
区
域

「
「
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」
・
「
魅
力
的
な

ま
ち
づ
く
り
」の
推
進
の
た
め
の
都
市

再
生
特
別
措
置
法
等
の
改
正
に
つ

い
て
」
【
国
土
交
通
省
都
市
局
都
市

計
画
課
】
（
一
部
加
筆
（
青
線
、
白

字
）
）

②
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
開
発
許
可
の
厳
格
化
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浸
水
警
戒
区
域

「
「
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」
・
「
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
」
の
推
進
の
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
改
正
に
つ
い
て
」

【
国
土
交
通
省
都
市
局
都
市
計
画
課
】（
一
部
加
筆
（
青
線
、
白
字
）
）

③
立
地
適
正
化
計
画
に
お
け
る
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
の
取
扱

5



6

「
「
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」
・
「
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く

り
」
の
推
進
の
た
め
の
都
市
再
生
特
別
措
置

法
等
の
改
正
に
つ
い
て
」
【
国
土
交
通
省
都
市

局
都
市
計
画
課
】
（
一
部
加
筆
（
青
線
））

③
立
地
適
正
化
計
画
に
お
け
る
災
害
ハ
ザ
ー
ド
エ
リ
ア
の
取
扱

6



④
防
災
ま
ち
づ
く
り
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

「
水
災
害
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
た
防
災
ま
ち
づ

く
り
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
【
概
要
】
①
」

【
国
土
交
通
省
都
市
局
】

（
一
部
加
筆
（
赤
線
）
）
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２
）
滋
賀
県
都
市
計
画
基
本
方
針
（仮
称
）

策
定
に
向
け
た
取
組
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滋
賀
県
都
市
計
画
基
本
方
針
（
仮
称
）
策
定
に
向
け
た
取
組

滋
賀
県
都
市
計
画
基
本
方
針
（
骨
子
案
）
に
つ
い
て

【
滋
賀
県
都
市
計
画
課
】
（
一
部
加
筆
（赤
線
）
）
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滋
賀
県
都
市
計
画
基
本
方
針
（
骨
子
案
）
【
概
要
版
】
よ
り

【
滋
賀
県
都
市
計
画
課
】
（
一
部
加
筆
（赤
線
）
）
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【
骨
子
案
【
詳
細
版
】
別
表
】
安
全
な
ま
ち
づ
く
り

【
滋
賀
県
都
市
計
画
課
】
（
一
部
加
筆
（赤
線
、
青
枠
、
白
文
字
）
）

浸
水
警
戒
区
域
を

立
地
適
正
化
計
画

の
居
住
誘
導
区
域

か
ら
除
外

地
先
の
安
全
度

マ
ッ
プ

1/
10
で

50
cm
以
上
の

浸
水
エ
リ
ア
は
、

原
則
市
街
化
区
域

に
含
め
な
い

【
流
域
治
水
条
例
】

地
先
の
安
全
度

マ
ッ
プ

1/
10
で

50
cm
以
上
の

浸
水
エ
リ
ア
は
、

必
要
に
応
じ
て

居
住
誘
導
区
域
の

見
直
し
を
実
施

【
独
自
】

住
宅
等
の
開
発

許
可
の
厳
格
化
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３
）
流
域
治
水
関
連
法
に
つ
い
て
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森
林
整
備
・
治
山
対
策

水
田
貯
留

た
め
池
等

の
活
用

雨
水
貯
留
施
設

の
整
備

バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
―
対
策

排
水
機
場
の
整
備

リ
ス
ク
が
低
い

地
域
へ
の
移
転

学
校
施
設
の

浸
水
対
策

海
岸
保
全
施
設
の
整
備

雨
水
貯
留
・
排
水

施
設
の
整
備堤
防
整
備
・
強
化

遊
水
地
整
備

河
道
掘
削

治
水
ダ
ム
の

建
設
・
再
生

利
水
ダ
ム

の
活
用

集
水
域

河
川
区
域

氾
濫
域

砂
防
関
係
施
設

の
整
備

リ
ス
ク
の
高
い
地
域

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成

浸
水
被
害
防
止
区
域

防
災
集
団
移
転
事
業

貯
留
機
能
保
全
区
域

地
区
計
画

避
難
拠
点
の
整
備

下
水
道
整
備

国
管
理
河
川
で
戦
後
最
大
規
模
洪
水
に
、
都
市
機
能
集
積
地
区
等
で
既
往
最
大
降
雨
に
よ
る
内
水
被
害
に
対
応

将
来
の
気
候
変
動
（
降
雨
量
の
増
大
等
）
を
見
込
ん
だ
治
水
計
画
の
見
直
し

１

〇
今
既
に
激
甚
化
し
て
い
る
水
災
害
に
対
応
す
る
た
め
、
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
が
早
急
に
実
施
す
べ
き
ハ
ー
ド
・

ソ
フ
ト
一
体
と
な
っ
た
対
策
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
「
流
域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
速
や
か
に
実
施

（
令
和
２
年
度
内
に
全
１
級
1
0
9
水
系
で
策
定
済
）

法
改
正
の
背
景
・
必
要
性

流
域
治
水
の
イ
メ
ー
ジ

将
来
の
気
候
変
動
を
見
込
ん
だ
更
な
る
対
応

気
候
変
動
の
影
響

速
や
か
に
対
応

○
現
行
計
画
よ
り
も
増
大
す
る
降
雨
等
（
外
力
）
に
対
応
す
る
た
め
、
河
川
対
策
の
充
実
を
は
じ
め
、
上
流
・
下
流
や

本
川
・
支
川
の
流
域
全
体
を
俯
瞰
し
た
、
関
係
者
に
よ
る
流
域
治
水
を
更
に
拡
充

法
的
枠
組
「
流
域
治
水
関
連
法
」
の
整
備
が
必
要

「
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和

3年
法
律
第

31
号
）
」
に
つ
い
て
」
よ
り

【
国
土
交
通
省
】
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２

流
域
治
水
関
連
法
の
概
要

◆
流
域
水
害
対
策
計
画
を
活
用
す
る
河
川
の
拡
大

－
市
街
化
の
進
展
に
よ
り
河
川
整
備
で
被
害
防
止
が
困
難
な
河
川
に
加
え
、

自
然
的
条
件
に
よ
り
困
難
な
河
川
を
対
象
に
追
加
（
全
国
の
河
川
に
拡
大
）

◆
流
域
水
害
対
策
に
係
る
協
議
会
の
創
設
と
計
画
の
充
実

－
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
等
の
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
、
官
民
に
よ
る
雨
水

貯
留
浸
透
対
策
の
強
化
、
浸
水
エ
リ
ア
の
土
地
利
用
等
を
協
議

－
協
議
結
果
を
流
域
水
害
対
策
計
画
に
位
置
付
け
、
確
実
に
実
施

【
目
標
・
効
果
】
気
候
変
動
に
よ
る
降
雨
量
の
増
加
に
対
応
し
た
流
域
治
水
の
実
現

(K
P
I)
〇
浸
水
想
定
区
域
を
設
定
す
る
河
川
数
：
2
,0
9
2
河
川
（
2
0
2
0
年
度
）
⇒
約
1
7
,0
0
0
河
川
（
2
0
2
5
年
度
）

１
．
流
域
治
水
の
計
画
・
体
制
の
強
化

【
特
定
都
市
河
川
法
】

２
．
氾
濫
を
で
き
る
だ
け
防
ぐ
た
め
の
対
策
【
河
川
法
、
下
水
道
法
、
特
定
都
市
河
川
法
、
都
市
計
画
法
、

都
市
緑
地
法
】

◆
河
川
・
下
水
道
に
お
け
る
対
策
の
強
化

－
利
水
ダ
ム
等
の
事
前
放
流
に
係
る
協
議
会
（
河
川
管
理
者
、
電
力
会
社
等
の
利
水
者

等
が
参
画
）
制
度
の
創
設

－
下
水
道
で
浸
水
被
害
を
防
ぐ
べ
き
目
標
降
雨
を
計
画
に
位
置
付
け
、
整
備
を
加
速

－
下
水
道
の
樋
門
等
の
操
作
ル
ー
ル
の
策
定
を
義
務
付
け
、
河
川
等
か
ら
市
街
地
へ

の
逆
流
等
を
確
実
に
防
止

◆
流
域
に
お
け
る
雨
水
貯
留
対
策
の
強
化

－
貯
留
機
能
保
全
区
域
を
創
設
し
、
沿
川
の
保
水
・
遊
水
機
能
を
有
す
る
土
地
を
確
保

－
都
市
部
の
緑
地
を
保
全
し
、
貯
留
浸
透
機
能
を
有
す
る
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
活
用

－
認
定
制
度
、
補
助
、
税
制
特
例
に
よ
り
、
自
治
体
・
民
間
の
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の

整
備
を
支
援

３
．
被
害
対
象
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
対
策

【
特
定
都
市
河
川
法
、
都
市
計
画
法
、
防
災
集
団
移
転
特
別
措
置
法
、
建
築
基
準
法
】

◆
水
防
災
に
対
応
し
た
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
、
住
ま
い
方
の
工
夫

－
浸
水
被
害
防
止
区
域
を
創
設
し
、
住
宅
や
要
配
慮
者
施
設
等
の
安
全
性
を
事
前

確
認
（
許
可
制
）

－
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
の
エ
リ
ア
要
件
の
拡
充
等
に
よ
り
、
危
険
エ
リ
ア
か
ら

の
移
転
を
促
進

－
災
害
時
の
避
難
先
と
な
る
拠
点
の
整
備
や
地
区
単
位
の
浸
水
対
策
に
よ
り
、
市
街

地
の
安
全
性
を
強
化

－
洪
水
等
に
対
応
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
を
中
小
河
川
等

ま
で
拡
大
し
、
リ
ス
ク
情
報
空
白
域
を
解
消

－
要
配
慮
者
利
用
施
設
に
係
る
避
難
計
画
・
訓
練
に
対
す
る
市
町

村
の
助
言
・
勧
告
に
よ
っ
て
、
避
難
の
実
効
性
確
保

－
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
権
限
代
行
の
対
象
を
拡
大
し
、
災
害
で

堆
積
し
た
土
砂
の
撤
去
、
準
用
河
川
を
追
加

◎
堤
防
整
備
等
の
ハ
ー
ド
対
策
を
更
に
推
進
（予
算
）

４
．
被
害
の
軽
減
、
早
期
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
対
策

【
水
防
法
、
土
砂
災
害
防
止
法
、
河
川
法
】

流
域
治
水
の
実
効
性
を
高
め
、
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
「
流
域
治
水
関
連
法
」
で
は
、
４
本
の
柱
に
よ
り
、
以
下
の

９
法
律
を
一
体
的
に
改
正

①
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
、
②
河
川
法
、
③
下
水
道
法
、
④
水
防
法
、
⑤
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
、
⑥
都
市
計
画
法
、
⑦
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す

る
法
律
、
⑧
都
市
緑
地
法
、
⑨
建
築
基
準
法

特
定
都
市
河
川
法

特
定
都
市
河
川
法

特
定
都
市
河
川
法

水
防
法
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